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○ 【本評価結果は、３ユニット総合の外部評価結果である】2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない
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職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向
を掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている
（参考項目：38）

利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔
軟な支援により、安心して暮らせている
（参考項目：28）

利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安な
く過ごせている
（参考項目：30,31）

利用者は、戸外の行きたいところへ出かけてい
る
（参考項目：49）

利用者は、職員が支援することで生き生きした
表情や姿がみられている
（参考項目：36,37）

利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面
がある
（参考項目：18,38）

1. ほぼ全ての利用者が

4. ほとんどいない

3. 利用者の１/３くらいが

2. 数日に１回程度ある

1. ほぼ全ての利用者の

1. ほぼ全ての家族等が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない
1. ほぼ全ての利用者が

68
職員から見て、利用者の家族等はサービスに
おおむね満足していると思う

4. ほとんどいない
1. ほぼ全ての利用者が 1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどいない
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67

職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

職員から見て、利用者はサービスにおおむね満
足していると思う

3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない
1. ほぼ全ての利用者が 1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが
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運営推進会議を通して、地域住民や地元の関
係者とのつながりが拡がったり深まり、事業所
の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

2. 数日に1回程度
3. たまにある 3. たまに
4. ほとんどない 4. ほとんどない
1. ほぼ全ての利用者が 1. 大いに増えている
2. 利用者の２/３くらいが 2. 少しずつ増えている

64
通いの場やグループホームに馴染みの人や地
域の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの 2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの 3. 家族の１/３くらいと
4. ほとんど掴んでいない 4. ほとんどできていない
1. 毎日ある 1. ほぼ毎日のように
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職員は、家族が困っていること、不安なこと、求
めていることをよく聴いており、信頼関係ができ
ている
（参考項目：9,10,19）

評価機関名 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ　ナルク福祉調査センター

所在地

訪問調査日 令和7年1月30日

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

当法人は平成12年に開設以来、医師である代表者夫妻が高齢者介護施設を大阪府下にグループ
ホーム〈３箇所）・ケアハウスを運営している。当事業所は看護師が常勤職員として週５日勤務し、訪問
看護師（週２回）の訪問により、医療行為が必要な利用者も受け入れ可能としている。家族からは医療
面に手厚く安心できるとの声が寄せられている。事業所は最寄りの駅から徒歩５分と利便性がよく、近
くの公園では春には桜が咲き誇り、天神祭りにはフロアの中から花火が見物できる好立地に位置して
いる。赴任して２年目の管理者は、職員として長年にわたり認知症高齢者の介護にあたり、地域や永
年勤続職員との連携もよく、区のグループホーム連絡会の運営委員を受け持ち「施設巡りバスツアー」
を３月に企画し、高齢者介護施設を地域の人々と巡ろうと企画している。
企画→立案

所在地 大阪府大阪市都島区中野町1-12-11　アロンディール3Ｆ

自己評価作成日 令和6年11月29日 評価結果市町村受理日

【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】

基本情報リンク先https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/27/index.php?action_kouhyou_pref_search_list=true

常勤の看護士を雇用していること。医療連携体制。看取り。
公園の隣という好立地。

　（別紙４）

1  自己評価及び外部評価結果

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号 2795200027

法人名 社会福祉法人なみはや

事業所名 桜ノ宮なごみ



自己評価および外部評価結果【３ユニット総合外部評価結果】 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所
理念をつくり、管理者と職員は、その理念を共
有して実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい

利用者が地域とつながりながら暮らし続けら
れるよう、事業所自体が地域の一員として日
常的に交流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献

事業所は、実践を通じて積み上げている認知
症の人の理解や支援の方法を、地域の人々
に向けて活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み

運営推進会議では、利用者やサービスの実
際、評価への取り組み状況等について報告や
話し合いを行い、そこでの意見をサービス向
上に活かしている

5 （4） ○市町村との連携

市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事
業所の実情やケアサービスの取り組みを積極
的に伝えながら、協力関係を築くように取り組
んでいる

現任の管理者が赴任以来、職員共に考えた
事業所独自理念「共に支え合い、価値ある人
生を」を作り、事務所や各フロアに掲げてい
る。職員は毎月開催されるフロア会議の中で
理念について振り返りを行い、話し合ってい
る。

事業所は町会に加入し、回覧板にて地域の
情報を入手している。町会長、隣の神社の宮
司からは、神社のお祭りに子供神輿の派遣
があり、リビング内で舞ってもらい利用者から
喜ばれている。地域には認知症の親を介護
している家族が多く事業所に気軽に相談がで
きる関係性を築いている。

会議は奇数月に対面で開催されている。参
加者には町内会長・地域包括支援センター・
家族・知見者として近隣のグループホームや
老人福祉施設からの出席があり、イベントや
事故・ヒヤリハット報告、施設巡りバスツアー
の計画などの報告をしている。参加者からは
数々の貴重な意見があり運営に反映してい
る。議事録は玄関にて開示している。

区役所の介護保険課や生活支援課とは、公
的扶助受給者が多いことから、利用者の金
銭管理、困難事例の相談やアドバイスを貰う
等で日頃から連絡を密にとり交流している。
地域包括支援センターが主催のグループ
ホーム連絡会では運営委員の委員として取
り組み密に連携を取り合っている。

外部評価自
己

外
部

項　　目

理念は勤務表、事務所に掲示し、毎月の所
内研修でも確認の意味をこめて職員に書か
せるようにしています。認知症を患った方も共
同生活の場で、共に支え合いながら生活が
送れるような支援を目指して職員共々、共有
しています。

中野町内会に加入させてもらい、運営推進会
議にも会長さんは毎回出席してくださいます。
散歩時には、隣の桜ノ宮神社に行ったり、桜
ノ宮神社からも獅子舞踊りや、お祭の際に来
てくださいます。

運営推進会議に参加される地域役員さんは、認知
症のお母様の対応に日々苦慮されておられます。
そのような機会を通じて、認知症の方についての
関わり方や声掛けの仕方等を助言させていただい
たり、また、3月には都島区施設連絡会主催の地
域の高齢者の施設見学会を行います。まだまだ元
気な方々の今後の選択肢の一つにしていただける
ように、施設内を見学していただき簡単な説明会も
するような取り組みも行っています。

会議では御家族、地域の町内会役員、他施
設の管理者やケアマネ、包括支援センターの
方等をお呼びして、あまりかしこまった雰囲気
を作らず、色々な意見や提案、相談が飛び交
うような空気作りに努めています。そこで出た
提案や意見というものは大切にし、取り入れ
ていけそうなものは取り入れ、サービスの向
上に活かせることができるよう努めています。

都島区の職員さんとは常に様々なことで連絡を取
り合っています。特に、福祉の新規申請や移管手
続きの際には、担当のケースワーカーと密に連携
を取っており、相談やご指導にも快く応じてくださっ
ています。区役所には後見人を立てる相談や、保
健師の方にも来ていただき、感染症等についての
ご指導もしていただいております。大阪市の方に
は、都度、指定指導グループに連絡、相談するこ
とが多いです。

会議開催の議事録は玄関にて開示して
いるが、家族や関係者には郵送等で配
布し、事業所の運営状況を知らせ、広く
意見を収集する手立てとなることに期待
する。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践

代表者及び全ての職員が「指定地域密着型
サービス指定基準及び指定地域密着型介護
予防サービス指定基準における禁止の対象と
なる具体的な行為」を正しく理解しており、玄
関の施錠を含めて身体拘束をしないケアに取
り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底

管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法に
ついて学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業
所内での虐待が見過ごされることがないよう
注意を払い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用

管理者や職員は、日常生活自立支援事業や
成年後見制度について学ぶ機会を持ち、個々
の必要性を関係者と話し合い、それらを活用
できるよう支援している

9 ○契約に関する説明と納得

契約の締結、解約又は改定等の際は、利用
者や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な
説明を行い理解・納得を図っている

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映

利用者や家族等が意見、要望を管理者や職
員ならびに外部者へ表せる機会を設け、それ
らを運営に反映させている

身体拘束適正化指針の基に委員会が３か月
毎に開催されている。年間研修計画の基に
研修が年に３回開催され、職員はアンケート
を提出して最近は言葉の内容について学ん
でいる。帰宅願望の利用者があり、玄関やユ
ニット間はテンキーで施錠されている。外出を
多くする等で閉塞感の解消に努めている。

面会は居室（５・６人までの人数）で行われて
いる。家族との外食・外泊は希望があれば自
由に対応している。「なごみ通信」が毎月写真
付きで郵送され家族からは細かなことまでい
ろいろ連絡があり行く度に元気な姿を見れる
と喜ばれている。

定期的に身体拘束委員会、身体拘束防止のた
めの研修を実施し、その内容をフロア会議を通
して職員全員に落とし込んでいます。物を自身
の居室に持ち込んだりされる入居者様に対して
も、安易に扉を施錠したりせず、フロア会議や申
し送り等で職員間で話し合い、対策を検討して
います。また、ご家族にも「身体拘束をしないケ
ア」について説明し同意を得ていただいていま
す。

定期的に虐待についての研修、委員会を設
け虐待の種類や内容等を把握、共有し意識
改革を促しています。また、職員の悩みや相
談にも耳を傾け、介護士がひとりで抱え込ま
なくてもいいように入居者様の特性を理解し、
無理のない介護をするようにユニット内で話し
合い、実践しています。

権利擁護に関する研修は年に1回行ってお
り、職員にも周知させています。身寄りのない
方の金銭管理等についても都島区の包括支
援センター、区役所へ相談に行き、当施設に
も任意後見を受けるにあたり審査員の方が
来所され、ご指導を受けたり、申請について
の相談をしてくださっています。

契約締結時は、時間を十分にかけ、基本的な契約
についての説明から、長期の利用にわたっての経
済的な憂慮、生活保護への移行についての相談
や申請のお手伝い、オムツや食事の料金の変更、
重度化に伴って生じる不安な面や対応の仕方、医
療との連携状態、看取り期になった場合の対応の
仕方等、御家族の不安や疑問点を表出できるよう
に心掛け、ご納得いくまで説明するように努めてい
ます。

運営推進会議には可能な限り御家族に参加して
いただき、外部の他運営推進会議メンバーとの意
見の交換等の場を設け、ご意見やご要望を表出し
てくださるよう努めています。また、日頃より、面会
時やお電話にて話をするときに、御家族と積極的
なコミュニケーションを図り、ご意見やご要望を伝
えやすいような関係づくりに努めています。それら
のご意見やご要望は運営に反映するように努めて
います。

2/11



自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は、運営に関する職員の意
見や提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備

代表者は、管理者や職員個々の努力や実
績、勤務状況を把握し、給与水準、労働時間、
やりがいなど、各自が向上心を持って働ける
よう職場環境・条件の整備に努めている

13 ○職員を育てる取り組み

代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの
実際と力量を把握し、法人内外の研修を受け
る機会の確保や、働きながらトレーニングして
いくことを進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上

代表者は、管理者や職員が同業者と交流する
機会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互
訪問等の活動を通じて、サービスの質を向上
させていく取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困ってい
ること、不安なこと、要望等に耳を傾けなが
ら、本人の安心を確保するための関係づくりに
努めている

毎月開かれる全体会議、その後のリーダー
会議・フロア会議の中でアセスメントやカン
ファレンスを行い職員の意見や提案を聞く機
会を設け運営に反映している。個人面談はフ
ロアリーダー共に職員の様子を見ながら随時
に行い、受けたい研修も積極的に参加ができ
る環境がある。職員は５つ（レクレーション・台
所・危機管理・衛星・居室）の役割分担を担っ
て運営に反映している。

急を要するような入居以外では、面談やアセ
スメントの前に御家族に当施設を見学してい
ただいた後に、本人様にも可能な限り見学し
ていただき、居室の様子やリビングの雰囲気
等を感じていただき、心配事やニーズに耳を
傾け、少しでも早く良い関係を築けるよう努め
ています。

全体会議の場において、入居者様の状態は
もとより、職員間の状態、関係性等について
も話し合いがされます。また、業務における効
率化や常に流動的な介護現場で、新しく必要
になってきた物品の購入等の相談や報告も
上げてもらっています。管理者は不定期に職
員との個別な面談も行い、主任に伝えきれな
い事柄や思いを聴く機会も設け、運営に反映
させております。

管理者が職員個々の実績、勤務状況を把握
し、代表者に報告し、給与水準の見直し、手
当の相談等を申請する、という形態です。代
表者は、そのような整備の見直し等に耳を傾
け、職員が向上心を持って働けるような環境
作りに努めています。

まず、入職時には、経験や年齢は問わず、新
入職員研修を実施し、レポートを提出しても
らっています。その内容を管理者がチェック
し、認知症介護の指針に差異がある場合に
は個別指導等を行います。また、認知症介護
実践者研修等にも積極的に参加してもらい、
より知識を深めたり、より考えてもらえるよう
会社負担にて送り出しています。

年に数回ではあるが、他法人の介護士や管
理者との集まりに当施設職員も参加しても
らっています。そういう交流を通じて職員間同
士の横のつながりや、意見の交換、相談等を
してもらい、より質の高いサービスの提供に
繋げていってもらっています。また、管理者は
都島区施設連絡会の運営委員でもあるの
で、それらを駆使しネットワークを広げていま
す。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

16 ○初期に築く家族等との信頼関係

サービスを導入する段階で、家族等が困って
いること、不安なこと、要望等に耳を傾けなが
ら、関係づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援

サービスを導入する段階で、本人と家族等が
「その時」まず必要としている支援を見極め、
他のサービス利用も含めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係

職員は、本人を介護される一方の立場におか
ず、暮らしを共にする者同士の関係を築いて
いる

19 ○本人を共に支えあう家族との関係

職員は、家族を支援される一方の立場におか
ず、本人と家族の絆を大切にしながら、共に本
人を支えていく関係を築いている

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援

本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や
場所との関係が途切れないよう、支援に努め
ている

これまで大切にしてきた近所の友人の訪問
や、行きつけのスーパーへの買い物、家族と
共に自宅に帰る、外食や外泊等、馴染みの
関係を大切にした支援体制がある。また遠方
の家族からのお手紙には返事を書く、年賀状
のやり取りにも職員の支援のもとに行い馴染
みの人や場所との関係を大切に支援してい
る。

在宅で認知症の方をみられている御家族は、た
いてい疲弊されています。面談に伺った際に
は、すでに御家族間が崩壊しているように見え
る場面にも遭遇します。入居に際し御家族に
は、苦慮、憂慮されている事を伺い、それに対し
ての当施設の支援の在り方をしっかりと説明し、
安心していただけるようにしています。また、入
院されるまでの間も、御家族と連絡を密に取り
合い、御家族の心労を軽減できるよう努めてい
ます。

初期対応で特に当施設で考えなければいけないこ
との一つに「医療的ケアの頻度と逼迫性」がありま
す。最初から無理とは考えずに、協力医療機関、
施設内看護士、職員とも協議しその方のニーズと
も照らし合わせながら、どういう風な場所で一番安
心して暮らせるのか、模索します。その末には、他
のサービス利用を検討、提案させていただくことも
あります。その際には、都島区の施設連絡会や当
グループ内の管理者やケアマネに相談し、速やか
に他サービスを受けていただくことができるように
努めています。

「共に支え合い」という理念のもと、共に支え
あいながら暮らすということを大事にしていま
す。洗濯物を干したり、取り入れたたんだり、
洗い物をしてもらい、食器を拭く、テーブルを
拭く、掃除機をかける、等の日常の家事を共
に行うことで、感謝しあい、会話も増え、お互
いに達成感を味わうことで関係性を構築し、
また深めています。

御家族と共に本人様を支えながら暮していく
ということを大事にしながら、御家族からの要
望も聴き、また、こちらからのお願いも聞いて
頂いたりする、というように相互に何でも言い
合えるような関係性を構築し本人様の支援に
役立てるよう努めております。

本人様の自宅近くに病院の受診に行くことが
あります。そこで昔なじみの方に会うことがあ
り、しばらく話をしていただいたり、管理者の
名刺を渡し、当施設へ面会来所のお願いをし
たりしながら、これまでの関係が断ち切られな
いように努めています。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

21 ○利用者同士の関係の支援

利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤
立せずに利用者同士が関わり合い、支え合え
るような支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み

サービス利用（契約）が終了しても、これまで
の関係性を大切にしながら、必要に応じて本
人・家族の経過をフォローし、相談や支援に努
めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の
把握に努めている。困難な場合は、本人本位
に検討している

24 ○これまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生
活環境、これまでのサービス利用の経過等の
把握に努めている

25 ○暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有
する力等の現状の把握に努めている

入居時には家族や以前のケアマネジャーか
ら本人の思いや日々の過ごし方の希望を聞
いてフェイスシートに記録している。その後の
生活の中で好きなことや嫌いなこと、どんな
サービスを利用したいか等を聞き、上手く表
出できない利用者には、表情や話し方などか
ら職員は察する能力を発揮し、夜間の情報も
含めて基本情報の更新に役立てている。

本人様からの情報、御家族からの話等は、契
約時に関わらず常に聞き取るようにしていま
す。在宅時にケアマネが付いていた入居者様
には、様々なサービスの利用状況や、生活ス
タイル、生活歴等を聞き取っています。

日々の暮らしの中のレクレーション、散歩、コ
ミュニケーション等から本人様の有する能力
や現状の把握に努めていますが、本人様が
以前まで出来ていた事が出来にくくなってき
た場合には、ユニット職員同士の介護面から
だけでなく、医療連携の訪問看護士、常勤の
看護士にも意見を求め、医療面からの助言も
取り入れながら把握、対応しています。

入居者様は基本的には、認知症という疾患で
当施設に入居されており、症状の進行と共
に、排他的になられたり、協調性が無くなられ
たりと様々な症状がみられるようになります。
職員は、入居者様ひとりひとりの周辺症状を
理解、考慮し、会話の糸口を見つけたり、入
居者様同士のコミュニケーションの橋渡しをし
たりしています。

どうしても当施設での生活が困難になり、医
療機関等へ退去された方々に対しても病院
へ様子を見に行くことがあります。また、ご逝
去された入居者様のご家族にも、3ヶ月ほど
経った頃合いを見て、入電させていただき、
少しでも喪失感を払拭していただけるよう努
め、お手紙を送付したりもしています。

本人様や御家族から聞き取った情報を元に、
本人様のご自宅での生活スタイルを可能な
限り、施設内での生活に取り入れるように努
めております。本人様の意思や意向を尊重し
つつ、日々の新しい発見や趣向の変化に合
わせて対応しています。本人様が意向を伝え
ることが困難になった場合にも、極力寄り添
いその思いを汲み取るように努めておりま
す。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

26 （10） ○チームでつくる介護計画とモニタリング

本人がより良く暮らすための課題とケアのあり
方について、本人、家族、必要な関係者と話し
合い、それぞれの意見やアイディアを反映し、
現状に即した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映

日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工
夫を個別記録に記入し、職員間で情報を共有
しながら実践や介護計画の見直しに活かして
いる

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化

本人や家族の状況、その時々に生まれるニー
ズに対応して、既存のサービスに捉われな
い、柔軟な支援やサービスの多機能化に取り
組んでいる

29 ○地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を
把握し、本人が心身の力を発揮しながら安全
で豊かな暮らしを楽しむことができるよう支援
している

30 （11） ○かかりつけ医の受診支援

受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、
納得が得られたかかりつけ医と事業所の関係
を築きながら、適切な医療を受けられるように
支援している

協力医療機関の内科（月2回）の訪問診療は
利用者全員が受け、歯科（週1回）は希望者
が受け、診療頻度は治療や口腔ケアの内容
によって異なっている。循環器・眼科・整形外
科の受診は管理者が同行し、医師の所見を
業務日誌に記録している。事業所の常勤看
護師（週5回）と訪問看護師（週2～3回）の健
康管理があり、身体状態の把握は万全な体
制となっている。

介護計画は短期目標６か月・長期は１年とし
て見直しを行っている。アセスメントやモニタ
リングも同時に行いプランの変更時にはサー
ビス担当者会議を開催している。その際、医
師や看護師から意見を聞き、家族からは訪
問時や電話にて希望を聞き、ケアマネー
ジャーやフロアリーダーの出席のもとに現状
に即した介護計画を作成している。出来上
がった介護計画は電話や郵送にて家族に説
明を行い同意を得ている。

主治医往診の際に、管理者、主任、ケアマネ、
常勤の施設内看護士を交えて個々の病状につ
いてのカンファレンスを行います。併せて現場に
従事した時等、見聞きした事、職員の挑戦して
みたい支援についての情報、入居者様個々と
の話、思いを聞き取りそれらを全体会議等に持
ち込み方針を決めます。御家族においては面会
時、入電した際等に、当施設への要望を聞き取
り、上記を併せてプランに反映するよう努めてい
ます。

夜勤者、日勤者共に記載した記録をチェック
し、記録と申し送りを合わせて、終日の情報を
全職員が共有するようにしています。入居者
様の状態に変化が生じたときにはユニット職
員、看護士、管理者、ケアマネ、時間を設けて
いただけたときには医師にも相談し、介護計
画の見直しに生かしています。

認知症対応型共同生活介護事業所の特性
上、その他の介護サービスというのは使うこ
とは難しいが、本人様や御家族の状況、その
時々に生まれるニーズというものに対して
は、柔軟に対応しております。

包括支援センターの職員さんより、様々なボ
ランティアの受け入れの相談や、老人福祉セ
ンターの活用、図書館へ赴き、朗読ボランティ
アの有無の問い合わせ等を行いながら、でき
る限り地域の資源を把握し、活用できるよう
に努めています。

当施設に入居されると、主治医が当施設グ
ループの主治医になります。契約時にはしっ
かりと説明させていただいているが、本人様
のかかりつけ医への受診は、管理者が継続
してお連れし、適切な医療を受けることが出
来るように努めています。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

31 ○看護職との協働

介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報
や気づきを、職場内の看護職や訪問看護師等
に伝えて相談し、個々の利用者が適切な受診
や看護を受けられるように支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働

利用者が入院した際、安心して治療できるよう
に、又、できるだけ早期に退院できるように、
病院関係者との情報交換や相談に努めてい
る。あるいは、そうした場合に備えて病院関係
者との関係づくりを行っている

33 （12）○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援

重度化した場合や終末期のあり方について、
早い段階から本人・家族等と話し合いを行い、
事業所でできることを十分に説明しながら方
針を共有し、地域の関係者と共にチームで支
援に取り組んでいる

34 ○急変や事故発生時の備え

利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての
職員は応急手当や初期対応の訓練を定期的
に行い、実践力を身に付けている

35 （13） ○災害対策

火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わ
ず利用者が避難できる方法を全職員が身に
つけるとともに、地域との協力体制を築いてい
る

入居時に「重度化した場合における対応看取
り介護に係る指針」と「緊急時の延命措置に
関する取り決め」の文書で説明し、同意書を
交わしている。2～3年毎に重度化・終末期ケ
アに関して利用者・家族に現状においての考
えや要望を確認すると共に、身体状態変化
時は主治医と管理者から家族に状態を説明
し、方針を統一している。医療機関と連携を
密にして今年度は2名の看取りを行ってい
る。

日中想定と職員が少ない夜間想定を重視し
た防災訓練を、消防署立ち合いで年2回実施
している。内1回は水害・地震想定を兼ねて
行い、緊急連絡はスマートフォンのラインで
の一斉発信の体制となっている。備蓄は水・
米・パスタ・カレー等3日分で、備品はガスボ
ンベ・簡易トイレ・ヘルメット等を準備してい
る。町内会長が訓練に参加し、非常時の際
の協力を呼びかけている。

まず、契約時に「重度化、看取り」についての説
明を御家族に行っています。入居者様に特段の
変化や状態の悪化が見受けられない場合にも
「重度化、看取り」について再度説明をして御家
族の意向にも変化がないのか、定期的に確認し
ています。終末期は、よりいっそう御家族とも連
絡を取り合い、日々の状態を報告、現状の当施
設で出来ることをお伝えし、御家族、職員と共に
終末期支援を行っています。

急変時、事故発生時に備えてマニュアルを作
成しています。また、日頃より常勤の施設内
看護士の処置等を介護職員も付き添い指導
を受けており、緊急時に活かせるよう努めて
います。

災害時、特に夜間の火災等は夜勤者1人で入
居者様全員を避難させることは限りなく困難
です。訓練時には必ず、都島消防署の消防
士に来ていただき、助言やご指導を承ってお
ります。また、災害時の避難場所として、近く
のグループホームと協力関係を築いており、
訓練時には、自治会長にも参加していただ
き、緊急時の協力を仰いでいます。

入居者様の日々の変化に最も気付くことができ
るのは現場の職員です。現場の職員は逐一、そ
の様子の変化を常勤の施設内看護士や管理者
に伝え、そこから協力医療機関へ連絡、という
形が現状です。また、常勤の施設内看護士が公
休の日等は予め協力医療機関と連絡を取り合
い、その日に合わせて医療連携の訪問看護士
に来てもらい、状態報告等をするようにしていま
す。

長期の入院というのは、ADLの低下はもとよ
り、褥瘡、本人様の意思や活気の喪失につな
がりやすく、本人様、職員、御家族にも負担
がかかってきます。医療機関の地域連携室に
は、こまめに連絡をして、状態の把握、その
共有、退院調整を行っています。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
36 （14） ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバ
シーを損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援

日常生活の中で本人が思いや希望を表した
り、自己決定できるように働きかけている

38 ○日々のその人らしい暮らし

職員側の決まりや都合を優先するのではな
く、一人ひとりのペースを大切にし、その日を
どのように過ごしたいか、希望にそって支援し
ている

39 ○身だしなみやおしゃれの支援

その人らしい身だしなみやおしゃれができるよ
うに支援している

40 （15） ○食事を楽しむことのできる支援

食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの
好みや力を活かしながら、利用者と職員が一
緒に準備や食事、片付けをしている

配食業者の献立により調理された料理（3食
分）を湯煎し、米飯・汁物は各ユニットで作っ
て提供している。ＡＤＬの低下や介護度が高
い利用者が多くなり、食事介助の必要な人は
4～5人で咀嚼や嚥下状態を見極めながら、ミ
キサー食・刻み食（各々3名）で対応してい
る。好みや関心のあるメニューを聞き、鰻入り
のちらし寿司・ペッパーランチ・プリン・ケーキ
等で食事を楽しんでいる。

利用者の今の思いや暮らし方の意向を尊重
する為に、日頃からの声掛け・話しかけが大
切と捉えている。廊下に面しているトイレや浴
室のドアの開閉には配慮し、トイレへの誘導
時は言葉の語調や音量に留意している。個
人情報書類・重要書類は適切に保管されて
いる。

接遇、人権、プライバシー保護は、所内研修
や新人研修でも行っている事項ではあります
が、実際に全職員が常日頃より、１００％守る
ことは難しいです。その都度、管理者や主任
が指摘し、話し合い、どのような声掛けや対
応をした方がよいのか、協議しながら、本人
様の誇りやプライバシーを守れるような支援
を目指しています。

基本的に、認知症の方々の思いや希望を、
深層心理から引き出すことは難しいです。本
人様との関係性の構築や、思いを表出しやす
いような言葉がけ、場所等を考え、工夫しな
がら職員は支援しています。散歩時、1対1で
の会話や、入浴時、2人でゆっくりと話せる場
を用いながら、本人様の思いを引き出せるよ
うに働きかけています。

介護施設という特性上、どうしても職員は業
務に追われます。その中でも、出来るだけ本
人様のペースに寄り添いながら、食事の時間
や入浴の順番、日程等を考えています。

お出かけの際等、御家族と一緒に服を選んで
いただいたり、職員と一緒に服を選んで散歩
に行ったりされています。また、髪の毛の毛
染めやパーマ等もご希望に合わせてしていた
だいています。

調理レクの時等、職員と一緒にホットプレート
にて焼いてもらったり、食事の後片付け、皿
拭き等も職員と一緒にしていただいていま
す。その中で生まれる感謝の声掛けや、関係
性も大事にしています。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

41 ○栄養摂取や水分確保の支援

食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通
じて確保できるよう、一人ひとりの状態や力、
習慣に応じた支援をしている

42 ○口腔内の清潔保持

口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食
後、一人ひとりの口腔状態や本人の力に応じ
た口腔ケアをしている

43 （16） ○排泄の自立支援

排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひ
とりの力や排泄のパターン、習慣を活かして、
トイレでの排泄や排泄の自立にむけた支援を
行っている

44 ○便秘の予防と対応

便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の
工夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予
防に取り組んでいる

45 （17） ○入浴を楽しむことができる支援

一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入
浴を楽しめるように、職員の都合で曜日や時
間帯を決めてしまわずに、個々にそった支援
をしている

可能な限りトイレで気持ち良く排泄する支援
を大切にしている。日中は27人中21人はトイ
レで排泄が出来て、夜間時は19人となり3時
間毎の見回時に、個々のリズムや体調に合
わせて職員が適時判断して、トイレ誘導及び
オムツ・パット交換を行っている。

週2回の午前中の入浴が基本となっている。
寝たきりの人や浴槽を跨げない人も含めて全
員が、浴槽に浸かっての入浴支援を取り組ん
でいる。同性介助の要望に応え、随時入浴剤
を利用して入浴を楽しんでいる。水虫対策に
はマット交換で対応し、乾燥肌の対応は保湿
剤を塗布している。

毎食後、ご自身にて可能な入居者様に関して
は、促しの声掛け行い、口腔ケアを行っていた
だいています。ご自身にて難しい入居者様にも
出来る所は自身にてしていただき、必要に応じ
て介助にて行っています。また、週に1回の歯科
医師、歯科衛生士による歯科往診も行ってお
り、入居者様の口腔状態のチェックや職員に対
する指導をしていただいています。

本人様の意思や状態、排泄パターンを把握
し、下着やオムツの使用を考えて行っていま
す。本人様の羞恥心や尊厳を傷つけないよう
なトイレの声掛け、誘導に努めています。

食事や水分摂取量、体操、散歩などの歩行
訓練を行い、自然な排便を促すよう努めては
いるが、なかなか難しく、主治医、施設内看護
士、職員間で協議し、止む無く下剤やグリセリ
ン浣腸の使用、服用をしていただいている状
態です。

ある程度の入浴日は決めているが、本人様
の希望や体調、医療的な指示等により職員
は臨機応変に、変更したりしています。また、
プライバシーの保護や、尊厳の確保に気を配
りながら、声掛けや介助を行っています。

日々の入居者様の食事量、水分摂取量、体
重の増減等を把握し、記録しています。また、
主治医の往診時に採血結果や体重の増減等
を報告、相談し、都度米飯の量を調節したり
不足している栄養素が豊富に含まれるような
物の提供も行っています。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

46 ○安眠や休息の支援

一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に
応じて、休息したり、安心して気持ちよく眠れる
よう支援している

47 ○服薬支援

一人ひとりが使用している薬の目的や副作
用、用法や用量について理解しており、服薬
の支援と症状の変化の確認に努めている

48 ○役割、楽しみごとの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、
一人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜
好品、楽しみごと、気分転換等の支援をしてい
る

49 （18） ○日常的な外出支援

一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に
出かけられるよう支援に努めている。又、普段
は行けないような場所でも、本人の希望を把
握し、家族や地域の人々と協力しながら出か
けられるように支援している

50 ○お金の所持や使うことの支援

職員は、本人がお金を持つことの大切さを理
解しており、一人ひとりの希望や力に応じて、
お金を所持したり使えるように支援している

日常の外出は、事業所前の公園での散歩や
隣接の桜ノ宮神社のお参り、スーパーへの買
い物に出かけている。桜の花見や初詣その
他、四季を感じ取れる環境下にあり、天候や
体調に配慮して外気浴や五感刺激を味わっ
ている。家族同行で外食や外泊に出かける
人もいる。

ひとりひとり、睡眠に必要な時間や臥床して
いる時間も異なります。本人様の希望やその
日の体調、直近の状態に合わせて終日を通
してソファや居室内ベットで横になっていただ
けるよう支援しています。また、その環境作り
にも努めています。

入居者様の薬の種類や目的、副作用、誤薬
や飲み忘れの危険性等には、重々職員に周
知の徹底を行っています。また、処方される
薬の中止、変更、追加等ある時には、申し送
りや往診記録の回覧だけでなく、職員の目に
つきやすい所に掲示し、周知徹底させていま
す。

入居者様、ひとりひとりの生活歴や得意分野
に合ったお手伝いやレクリエーションの支援
に努めています。また、入居者様の様子を見
ながら、時間を持て余しているなと感じた時に
は、本人様の気分転換や張り合いとなるよう
な声掛けをしながら、お手伝い等していただ
いています。

職員との散歩や御家族との外出、外泊等、ク
ラスター時以外は、特段制限等は設けており
ません。御家族や後見人にも相談、ご協力を
仰ぎながら本人様の希望に沿えるよう努めて
います。

基本的には、入居の際、貴重品の持ち込み
はご遠慮いただいていますが、本人様が携帯
していると安心したり、居室に置いておくと落
ち着くような財布等は、中身を確認してから所
持していただいております。また、御家族と外
出する際等に、一緒に買い物へ行っていただ
けるようなお声掛けもさせてもらっています。
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自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

51 ○電話や手紙の支援

家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、
手紙のやり取りができるように支援をしている

52 （19） ○居心地のよい共用空間づくり

共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、
浴室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混
乱をまねくような刺激（音、光、色、広さ、温度
など）がないように配慮し、生活感や季節感を
採り入れて、居心地よく過ごせるような工夫を
している

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり

共用空間の中で、独りになれたり、気の合った
利用者同士で思い思いに過ごせるような居場
所の工夫をしている

54 （20） ○居心地よく過ごせる居室の配慮

居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と
相談しながら、使い慣れたものや好みのもの
を活かして、本人が居心地よく過ごせるような
工夫をしている

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり

建物内部は一人ひとりの「できること」「わかる
こと」を活かして、安全かつできるだけ自立し
た生活が送れるように工夫している

リビング兼食堂は明るく広い。オープンキッチ
ンから職員が利用者の様子や気配を知る事
ができる。各ユニットに空気清浄器を設置し、
夜間時は間接照明を施して室内の明るさ・光
を調節している。壁面に職員と一緒に作った
折り紙や干支・季節の花の切り絵、直近のな
ごみ通信を飾り温かい雰囲気を醸し出してい
る。

居室のドアに名前を表示し、個々によって多
少の差はあるが、馴染みのミニタンス・テレ
ビ・家族写真・ぬいぐるみ・仏壇等を持ち込
み、その人らしい居室となっている。ベッド・洗
面台・クローゼット等が設置され、動線を確保
した安全で過ごしやすい居室となっている。

携帯電話を自由に使っている方や、御家族か
らの電話があった時等に、代わっていただ
き、会話やお願い事等してらっしゃいます。手
紙は御家族から届く事の方が多いですが、本
人様と一緒に御家族へ手紙を書く支援を行っ
たり、一緒に年賀状を書いたりしています。

共用スペース、居室等は定期的に換気し室
温も快適に過ごせるよう配慮しています。夜
間は個々の好みによって、明るさをダウンラ
イトで調整しています。また、入居者様と一緒
に作った季節の創作物等を壁に貼ったり、居
室に飾ったりしています。

ソファの位置や、テーブルやテレビの向き、
個々の座席等は、常にフロア会議で職員同
士で話し合い、気が合う合わない等、試行錯
誤を重ねながら配置換えや声掛けを行ってい
ます。

ひとりひとりの好みに合わせて、仏壇や使い
慣れた家具、馴染みの物や写真等、入居時、
御家族面会時に自宅より居室に持ち込んで
いただいております。

個々の出来ること、わかることを把握し、共有
して日々の生活の中でリスクとも向き合いな
がら、安心、安全に自立した生活が送れるよ
うに支援しています。事務所の扉は開けっ放
しにして、外に出ていかれるリスクはあります
が、いつでも相談に来ていただけるようにして
います。
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